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衆
議
院
議
員
菅
野
哲
雄
君
提
出
Ｂ
Ｓ
Ｅ
（
牛
海
綿
状
脳
症
）
対
策
お
よ
び
米
国
産
牛
肉
輸
入
条
件
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

昨
年
の
米
国
産
牛
肉
の
輸
入
手
続
の
再
開
以
降
発
生
し
た
御
指
摘
の
二
件
の
二
十
か
月
齢
以
下
の
牛
由
来
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
混
載
事
例
に
つ
い
て
は
、
米
国
側
が
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
策
を
実
施
し
、
厚
生
労
働
省
及
び
農
林

水
産
省
が
本
年
五
月
に
実
施
し
た
現
地
査
察
に
よ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
当
該
再
発
防
止
策
の
実
施
体
制

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
本
年
五
月
の
現
地
査
察
の
結
果
を
踏
ま
え
、
内
臓
に
つ
い
て
、
施
設
側
の
出
荷
段
階

で
の
確
認
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
米
国
農
務
省
に
お
い
て
重
点
的
な
査
察
を
実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
米
国
側
に
対
し
て
要

請
し
、
米
国
側
は
こ
の
要
請
を
了
解
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
及
び
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
検
疫
所
及
び
動
物
検
疫
所
に
お
け
る
輸
入
時
検
査
、
米
国
内
の
対
日
輸
出
認

定
施
設
に
対
す
る
現
地
査
察
、
輸
入
者
へ
の
検
品
の
徹
底
の
指
導
等
を
通
じ
て
、
対
日
牛
肉
輸
出
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遵
守

状
況
の
検
証
を
継
続
し
、
今
後
の
混
載
事
例
の
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

一



米
国
産
牛
肉
に
つ
い
て
は
、
本
年
六
月
十
三
日
に
輸
入
者
に
よ
る
全
箱
確
認
の
実
施
を
終
了
し
た
後
、
検
疫
所
及
び
動
物

検
疫
所
に
お
い
て
、
適
格
品
の
対
日
輸
出
実
績
や
不
適
格
事
例
の
有
無
等
を
考
慮
し
て
抽
出
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
検
疫
所
を
通
じ
て
、
輸
入
者
に
対
し
、
輸
出
元
へ
の
対
日
牛
肉
輸
出
証
明
プ
ロ
グ

ラ
ム
遵
守
の
確
認
、
倉
庫
へ
の
搬
入
時
の
ラ
ベ
ル
確
認
、
国
内
流
通
段
階
で
の
検
品
の
徹
底
及
び
問
題
確
認
時
の
行
政
機
関

へ
の
通
報
を
指
導
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
今
後
と
も
、
輸
入
条
件
違
反
の
発
見
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
本
年
六
月
二
十
日
に
、
米
国
政
府
か
ら
、
米
国
産
牛
肉
に
関
す
る
技
術
的
な
検
討
を
行
う
た
め
の
会
合

の
開
催
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
が
あ
っ
た
た
め
、
関
係
省
庁
で
協
議
を
行
い
、
当
該
提
案
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

米
国
等
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
ス
テ
ー
タ
ス
案
に
つ
い
て
は
、
国
際
獣
疫
事
務
局
が
定
め
た
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
が
行
わ
れ
た
も
の

二



で
あ
り
、
反
対
意
見
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
、
と
の
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
消
費
・
安
全
分
科
会
家
畜
衛
生
部
会

プ
リ
オ
ン
病
小
委
員
会
の
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
意
見
を
踏
ま
え
、
反
対
し
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
検
査
費
用
補
助
」
の
う
ち
、
自
治
体
が
自
主
的
に
行
う
二
十
か
月
齢
以
下
の
牛
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
七
年
八
月
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
の
対
象
月
齢
の
見
直
し
の
際
に
、
最
長
三
年
間
の
経
過
措
置
と
し
て
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

二
十
か
月
齢
以
下
の
牛
に
対
す
る
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

牛
肉
の
加
工
品
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
の
合
理
的
な
選
択
に
資
す
る
た
め
、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
十
二
年
農
林
水
産

省
告
示
第
五
百
十
三
号
）
に
お
い
て
、
外
国
で
製
造
さ
れ
た
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
原
産
国
名
の
表
示
を
義
務
付
け
て
お

三



り
、
ま
た
、
昨
年
十
月
か
ら
国
内
で
製
造
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
原
料
の
品
質
が
製
品
の
品
質
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
加
工

度
の
低
い
も
の
に
つ
い
て
原
料
の
原
産
国
名
を
表
示
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
加
工
度
の
高
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
原
料
の
原
産
地
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
等
の
理
由
か
ら
、
原
料
原
産
地
表
示
を

義
務
付
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
外
食
産
業
に
つ
い
て
は
、
「
外
食
に
お
け
る
原
産
地
表
示
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年

七
月
二
十
八
日
付
け
十
七
総
合
第
八
百
八
十
七
号
農
林
水
産
省
総
合
食
料
局
長
通
知
）
に
よ
り
、
外
食
事
業
者
に
対
し
、
メ

ニ
ュ
ー
の
主
た
る
原
材
料
等
の
原
産
地
表
示
を
行
う
自
主
的
な
取
組
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
農
林
水
産
省
と
し
て

は
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
推
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

四


